
議案第１４５号 

 

   外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

            平成２２年１１月２６日提出 

                川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の

一部を改正する条例 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和

６３年川崎市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「という。）には」の次に「、人事委員会規則で定めるとこ

ろにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務

に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは」を加え、「１００分

の７０」を「１００分の１００以内」に改め、同項ただし書を削り、同条第２

項中「一般の派遣職員の」を削り、「前項本文」を「前項」に改め、「当該」

を削る。 

 第８条の見出し中「給与の種類」を「給与」に改め、同条中「である派遣職

員には」の次に「、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は

当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは」を加え、同

条ただし書中「当該派遣職員の」を削る。 
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附 則 

 この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員に支給される給与の支給割合

を１００分の７０未満にも設定できることとすること等のため、この条例を制

定するものである。 
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